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 ３月２日、東京地本は、「非正規社員の均等待

遇と正社員化を求める」本社前行動に先立ち、

朝の郵便局前宣伝を行い、その後、都内Ａ，Ｂ２

コースに分かれて晴海郵便局、日本橋郵便局、

玉川郵便局で宣伝。本社前集会、院内集会に

合流し、その後は新橋駅でＪＡＬ不当解雇撤回

争議団と共同で宣伝行動を行いました。 

 新橋駅では、春闘行動に毎年参加してくれる

トランぺッターの松平晃さんのオープニング演

奏にはじまり、鵜島地本委員長、ＪＡＬ争議団の

宍戸さんが春闘での賃上げ、ＪＡＬ争議の最高

裁決定を批判。労契法２０条裁判原告の浅川さ

んは、非正規社員に対する会社の不当な差別

を告発し、支援を訴えました。 

 玉川郵便局前では、昨年秋の区画調整後は連

日３・４時間超勤でも配達が終わらなく、地域によっ

てはその日の郵便がその日に配達できない地域も

出るなど深刻な人手不足の実態を訴え、大幅な増

員を求めました。 

 日本橋郵便局前では、同郵便局が、就業規則で

無給の病気休暇を認めながら「欠勤が多く、連続し

て休む」と期間雇用社員を雇止めにしたことは、就

業規則に照らしても不当である。とし、ただちに職

場復帰をさせるよう求めました。 


